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言語行為論から見た災害情報

－記述文・遂行文・宣言文－

矢守 克也 １

１京都大学教授 防災研究所

（〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄）

和文要約

本論文は、災害情報に関する近年の具体的課題を言語行為論の立場から理論的に位置づけ、課題

の解決へ向けた方向性について考察するとともに、実践的な解決方法を提起したものである。言語

行為論における基本的な考えの一つに、「記述文」と「遂行文」の区別がある。「記述文」（たとえば、

「これは鉛筆です」）では、世界が基準であり、言語は基準とすべき世界に合わせてそれを記述する

役割を果たす。他方で、「遂行文」（たとえば、「窓を閉めてください」）では、言語が基準であり、

基準とすべき言語に合わせて世界の方が変化する。災害情報のうち、台風情報や津波情報など、気

象庁が発表する災害情報の多くは、形式的には「記述文」であり、自治体が発令する避難指示・勧

告は、形式的には「遂行文」である。災害情報の究極的な目標が被害軽減であるならば、「遂行文」

の実効性を高めることが重要であるが、実際には、「記述文」の精度向上の試みばかりが目立ち、低

調な避難、情報待ちなど、災害情報に関わる諸問題は解決には至っていない。ここで、「宣言文」（た

とえば、「これで会議を終わります」）と呼ばれる、「記述文」と「遂行文」の中間的な性質をもつ文

が課題解決への糸口になる。実際、避難する地域住民らが、専門家の助言を得つつも自ら避難基準

を事前に設定し、それに見合う事態が生じたときに、「××地区避難情報」といった情報（「宣言文」）

を自ら発しつつ、実際に避難する試み（「避難宣言型アプローチ」）が高い効果をもつことが示され

ている。

キーワード：言語行為論、記述文、遂行文、宣言文、避難指示・勧告

１．言語行為論の基礎

本論文は、災害情報に関する近年の具体的課題を言語

行為論の立場から理論的に位置づけ、課題の解決へ向け

た方向性について考察するとともに、実践的な解決方法

を提起したものである。

オースティン（1978）やサール（2006）によって提起

され発展してきた言語行為論は、言語学の 3 つの柱、す

なわち、意味論（セマンティクス）、統語論（シンタクテ

ィクス）、語用論（プラグマティクス）のうち、語用論の

中核的理論の一つである。語用論は、言語表現とそれを

用いる使用者や文脈との関係を研究する分野であり、言

語が実際に使用される場面（コミュニケーション場面）

に焦点を当てる。

たとえば、「今、何時かわかる？」という単純な発話（言

語表現）について考えてみよう。この発話は、通例、「わ

かる／わからない」という回答を期待した質問ではなく、

むしろ、「3 時ちょっと過ぎだよ」といった応答を期待し

た命令・依頼の機能（「現時刻を教えてほしい」）を果た

す。しかし他方で、文字通りの意味での使用、すなわち、

たとえば、「いやあ、ちょっとわからないなあ」という回

答が戻ってきても不自然でない状況を想定することもで

きる。

言いかえれば、「今、何時かわかる？」が、文字通りの

意味（質問）なのか、それとも命令・依頼なのかは、こ

の発話を実際の言語使用場面から切り出して、意味論的、

あるいは統語論的に分析しただけでは決して判明しない。

質問なのか命令・依頼なのかは、実際の言語使用者間の

関係性や使用場面の文脈、すなわち〈コンテキスト〉に

依存して決まる。この点に、語用論（言語行為論）の重

要性が認められる。
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なお、本論文の議論は、2 節で紹介するように、事実

確認的発話（後述のように、本稿では「記述文」と記す）

と行為遂行的発話（同じく、「遂行文」と記す）の区別と

いう言語行為論のルーツとなるアイデア、すなわち、オ

ースティン（1978）の初期のベーシックな思想に主に立

脚している。言語行為論が、その後、オースティン自身

や、サール（2006）、グライス（1998）、スペルベルとウ

ィルソン（2000）らの手によって、より緻密な議論を展

開していくことになるのは周知の通りである（総覧的な

ものとしては、たとえば、今井（2001）、飯野（2007）な

ども参照）。中でも、発話行為、発話内行為、発話媒介行

為という 3対の概念は、本稿の観点からも重要である。

これらの概念を用いて、「記述文」と「遂行文」とが実際

には相互に横断・融合していることが明示され、そのこ

とは災害情報のデザインにとっても重要な示唆を含んで

いるからである。この点については最後の 5 節で別途詳

しく言及する。

もっとも、大澤（2014a, p.55）が指摘するように、言

語行為論の「真に深い洞察は、［オースティンの：引用者］

初期の直観の方にある」。しかも、この後、順に示すよう

に、言語行為論プロパーには初歩的と映るだろう概念枠

組みすら災害情報論には十全な形では導入されていない。

そのため、そこに、災害情報をめぐる実践的な行き詰ま

りの数々を理論的に解きほぐし、かつ、問題解決へ向け

た糸口やヒントが豊かに含まれていることが看過されて

いるのが現状である。本論文には、この欠を埋めようと

するねらいが込められている。

２．「記述文」と「遂行文」

言語行為論における基本的な考えの一つに、上記の通

り、「記述文」と「遂行文」の区別がある（オースティン,
1978）。以下、この重要な区別について、災害情報と関連

づけて説明する。なお、「記述文」は「確認文」と表記さ

れることが多いが、本稿では災害情報論との接点をイメ

ージすることが容易な「記述文」の表記を使うことにす

る。

（１）「記述文」とは何か

通常、言語の主要な機能は世界の記述であると思われ

ている。実際、「これはワンちゃんだよ」、「彼は Tom で

す」など、私たちが言語を習得する場面でまず思い浮か

べる言語表現は、その多くが「記述文」である。

「記述文」では世界が基準であり、言語は基準とすべき

世界に合わせてそれを記述する役割を果たす。言いかえ

れば、世界と言語との一致を、言語を世界の方に合わせ

る方向で、つまり言語を変えることによって実現する。

サール（2006）が提起した鍵概念である「適合方向」

（direction of fit）を使って表現すれば、《言語→世界》と

なる（図-1参照）。世界と言語の間に不一致があれば、

言語の方を変更して基準とすべき世界の方向へ向けて適

合させていくというイメージである。たとえば、当初、

図-1 適合方向の観点からみた「記述文」と「遂行文」

「それは鉛筆だ」と思っていたが、実は鉛筆型のチョコ

レートであることがわかれば、「それは（鉛筆ではなく）

鉛筆型のチョコレートだ」と言語の方が変更されて、世

界と言語の一致が確保される。

以上を踏まえると、台風情報にせよ、想定される津波

に関する情報にせよ、災害情報の多くが、少なくとも原
、

理的
、、

もしくは形式的
、、、

には、「記述文」であることがわかる

（ここで傍点を付した断り書きを入れた理由については、

5 節で詳述する）。たとえば、「台風 10 号は正午現在××

の位置にあって、東北東に毎時 20キロの速さで進んでい

ます。中心気圧は 960 ヘクトパスカル、中心付近では 40
メートルを超える暴風が吹いています…」、「東北から関

東の太平洋沿岸には、3 メートルを超える津波が押し寄

せる危険があります。各地の津波到達予想時刻は…」と

いった情報は、実測、すなわち、すでに観察された事実

なのか、それに基づいた予想や推定なのかの違いはある

にせよ、いずれも、現在の、もしくは未来の世界の状態

を客観的に記述（予想）した「記述文」である。

ちなみに、主に気象庁からリリースされるこうした災

害情報は、市町村からリリースされる避難指示・勧告（後

述）が「発令」されるのとは異なり、「発表」されると表

現される。この「発表
、
」という表現にも、それらが「記

述文」であることが暗示されている。なぜなら、この種

の災害情報では、言語によって世界が「表
、
現（記述）」さ

れているからである。

これらの災害情報は「記述文」であるから、したがっ

て、仮にそれをめぐる世界と言語の不一致があれば、言

語の方を修正すること（《言語→世界》）で対応が図られ

ることになる。典型的には、「予想の津波の高さが修正さ

れました、××県の沿岸では 5 メートル以上が予想され

ます」といった具合である。

このプロセスこそ、災害情報の精緻化や迅速化であり、

災害情報の業界で伝統的に、そして近年特に強力に推進
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されてきたことである。一例をあげれば、従来、都道府

県単位で発表されていた気象警報が、市町村単位で発表

されるようになったこと（精緻化）は、一部に残存して

いた言語と世界の不一致（警報が発表されるには及ばな

い市町村にまで警報が出ている状態、あるいはその逆の

状態）を、言語（警報の発表／未発表）を修正すること

によって解消する作業に他ならない。また、それほど遠

くない過去には、数時間おきにしか更新できなかった台

風の現況情報が、気象衛星など観測機器や通信機器の進

歩によって、ほとんどリアルタイムで更新可能になった

こと（迅速化）は、言語（台風の現況情報）と世界（実

際の台風の状態）の不一致を、言語を修正する速度や頻

度を高めることでゼロに近づけるための努力だと位置づ

けることができる。

しかし、ここで大きな問題となるのが、こうした努力

がうまく機能しているかどうかという点である。つまり、

「記述文」としての災害情報の精緻化や迅速化が、災害

情報の究極的な目標たる被害軽減（人の命を救うこと）

に貢献しているかどうかという点である（たとえば、片

田（2012）、矢守（2013）などを参照）。この重要な論点

については、次項で「遂行文」について述べた後、3 節

以降で主題的に論じることにする。

（２）「遂行文」とは何か

言語の機能の一つが世界の記述であることは事実だと

しても、言語は別の重要な働きをもっていることをオー

スティン（1978）ら言語行為論者は見いだした。すなわ

ち、「記述文」とはまったく別のタイプの言語表現がある

ことを指摘したのだ。それが「遂行文」である。

「遂行文」の典型例が、「窓を閉めてください」、（先に
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しかも、仮にこの作業が今後順調に進捗していくとし

ても、なお懸案が残存することが重要である。それは、

災害情報の究極の目標であるはずの被害軽減に対して、

「記述文」の精度向上が貢献しているかどうか、そのコ

スト・パフォーマンスはどの程度か、あるいは、「技術的

に可能だからとりあえず試みてみる」という論理ではな

く、被害軽減という目標を明確に意識しそれを展望した

上での精度向上が試みられているかどうか。これらの課

題や疑問である。たとえば、「地震後に理論が冴える地震

学」との川柳（阿部・廣井, 2005）には、世界の状態変化

に先行して、その変化をとらえた「記述文」を発するこ

とができず、事が起きてからようやく、「バックビルディ

ング現象が起きていた」、「線状降水帯の影響だ」といっ

た「記述文」が多数登場すること（事後説明、後追い記

述）に対する、一般市民の素朴な不信感が－地震研究

者の自虐的言い回しの形で－うまく表現されている。

「記述文」は、世界と言語との不一致を言語の方を変

えることで解消するのだから、もともと、後追い的な性

質をもっている。世界の状態を十分に記述しきれなかっ

たことが判明したからこそ、それを受けて、その事後に、

言語（説明）の方を修正して別の言葉に写し取っていく

段取りになるのがふつうである。その意味では、先の川

柳にこめられたタイプの批判は、「記述文」（自然科学）

の宿命とも言え、「所詮そういうものだ」と開き直ること

もできるかもしれない。

しかし、災害情報研究としては、川柳に表現された一

般の人びとの違和感に真摯に目を向ける必要もあろう。

すなわち、繰り返される被害を前に、「記述文」の充実（精

緻化と迅速化）で対応しようとしてきた従来のアプロー

チが、何か根本的な履き違いをしているのではないかと

疑ってみることも重要である。災害による被害の軽減と

いう目標に照らせば、本来、災害情報研究が第一優先事

項とすべきは、「遂行文」の実効性の向上であるべきとこ

ろ、それとの接点を棚上げしたまま、「いずれはそれに結

びつくはずだから」という確たる根拠なき見通しに基づ

いて、「記述文」の改善－それ自体は重要で、かつ評価

すべき点が多々あるとしても－に終始してきたことは

はたして正当なものだったのか、と。

（２）「遂行文」に関する課題

次に、「遂行文」に関する問題について考えてみよう。

もっとも大きな問題は、避難指示・勧告（という「遂行

文」）が発令されているにもかかわらず避難する人びとが

少ないという、単純だが深刻な事実である（たとえば、

片田（2012）、矢守（2013））。なぜなら、これは、「遂行

文」（命令・依頼）が機能していないことを端的に意味し

ているからである。

まず、ここでおさえるべきことは、避難指示・勧告の

評価のあり方である。避難指示・勧告は「遂行文」なの

だから、その評価は、その「遂行文」によってもたらそ

うとした世界の状態（人びとが避難した状態）が実現し

たかどうか（だけ）を通してなされるべきである。しか

し、実際には、そうなっていないことが多い。

第 1 に、避難が実現したかどうかではなく、避難勧告・

指示（「遂行文」）を発令したかどうかという基準による

評価が行われがちである。言いかえれば、「避難勧告・指

示が発令されている」という状態（この状態自体は、「記

述文」によって表現される）が実現されているかどうか

で社会的に評価されがちである。

しかも、さらに悪いことに、この事実への反動から、

「発令せずに批判されるよりは、とりあえず発令してお

こう」といった態度が自治体に醸成され、避難勧告・指

示が現実的な実効性に疑問を抱かざるを得ないほど多く

の人びとを対象に連発される事態も生じている。たとえ

ば、2014年の台風 18号（同年 10 月 6日浜松市付近上陸）

による災害では、全国で合計約 365万人に避難指示・勧

告が発令された（内閣府, 2014）。その約 1週間後に来襲

した台風 19号（同年 10月 13日枕崎市付近上陸、その後

数カ所に再上陸）による災害でも、全国で合計約 181 万

人に避難指示・勧告が発令された（消防庁災害対策室,
2014）。
第 2 に、「遂行文」としての避難指示・勧告は、上記の

通り、当該の「遂行文」が目標とした世界の状態の実現

（避難の有無）によって評価されるべきで、その後の展

開（たとえば、実際に近隣の河川が越水したかどうかや、

それによって被害が生じたかどうか）は、この「遂行文」

の成否とはさしあたって無関係である。「窓を閉めてく

ださい」という「遂行文」の成否は、窓が閉じられたか

どうかによって評価されるべきで、その後、空気が悪く

なったとか、どの程度室温が変化したかとは、さしあた

って無関係なのと同様である。もちろん、避難指示・勧

告の成否が、その後の展開とまったく無関係とは言えな

い。しかし、「空振り」、「見逃し」に対する執拗なまでの

社会的関心を見るまでもなく、避難指示・勧告は、その

主たる評価基準であるべき事項、すなわち、避難を実現

させたかどうかよりもむしろ、その後の展開によって評

価されているのが現状である。

さて、「遂行文」としての避難指示・勧告については、

上で指摘したことに加えて、さらに根本的な課題がある。

繰り返しになるが、問われるべきは、本来、「遂行文」（避

難指示や勧告）の効力のはずである。しかし、これまで、

この効力向上へ向けた改善策として提起され実行されて

きたことの多くは、「遂行文」の改善ではなく、「遂行文」

の基礎情報に過ぎない「記述文」の精度を上げることで

あった。しかも、近年は、望ましくない方向にさらに一

歩進んで、「遂行文」を遂行文でなくしてしまうこと、言

いかえれば、「遂行文」をすべて「記述文」に還元し尽く

すことによって課題を解消しようとする傾向－正確に

は、解消したことにする傾向－が強まっている。

前者の問題、つまり、「遂行文」の効力の向上が、「記

述文」の精度向上にすり替わってきた問題については、
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すでに前項で指摘したので、ここでは、後者の問題につ

いて詳述しておこう。これは、「避難勧告等（避難勧告・

避難指示および避難準備情報（要援護者避難情報））につ

いて具体的な発令基準を策定」（総務省消防庁, 2014）す

る動きと関連する問題である。ここで、「具体的な発令基

準」とは、水位・雨量等の数値や、警報・浸水等の客観

的事実（総務省消防庁, 2014）である。具体的には、たと

えば、「××川の××観測点の水位が×メートルを超え

たら、自動的に、つまり無条件で避難指示を発令する」

といった基準のことを言う。

上記の消防庁の報告書の冒頭には、「地方公共団体に

対して、避難勧告等の具体的な発令基準の策定を要請し

てまいりました」と記されており、実際、「職員や状況に

よる発令基準のぶれがなくなる」、「職員の発令に対する

ためらいがなくなる」など、こうした動きは前向きなも

のとして評価される場合がほとんどである。

しかし、言語行為論の立場に立つと、別の見方をする

ことができる。発令基準の客観化とは、本来「遂行文」

であるはずの避難勧告・指示を「記述文」に還元しよう

とすることである。なぜなら、たとえば、観測点の水位

情報はまさに「記述文」で表現可能であり、発令基準の

客観化とは、こうした客観的情報と避難勧告・指示とを

等値することだからである。言いかえれば、仮に上記の

ような客観化を100%貫徹すれば、水位計情報（「記述文」）

があれば、発令に関する人間（職員）の「判断」はまっ

たく不要ということになる。もちろん、それでよいとの

考えもあろう。

しかし他方で、「遂行文」は、本来、言葉を起点（基準）

にして、世界の方を変更して基準たる言葉に近づける操

作（《世界→言葉》）である。言いかえれば、「遂行文」が

有意義に機能している場合、究極的には、「遂行文」がも

たらす命令や依頼の根拠が、その遂行文そのもの（それ

を発した人）以外にはさかのぼることができないように

事態が構成されているはずである。大澤（2014ａ; 2014
ｂ）がわかりやく例解しているように、たとえば、アダ

ムとイヴに対する「リンゴを食べるなかれ」という神か

らの命令（禁止）に関して、この「遂行文」自身を越え

てさかのぼることのできる根拠はない。仮に、「リンゴは

身体に悪いから」、「美味し過ぎて中毒になる危険がある

から」といった、「記述文」で表現可能な根拠がそこに存

在し、命令（禁止）のすべてがそれらの「記述文」に回
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なってしまう。
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わち、究極的には、当該の言葉だけを根拠に、世界に変
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て、それを発信する側（命令する側）だけでなく、受信
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分析しても判明しない。それは、実際の言語使用者間の

関係性や使用場面の文脈、つまり、〈コンテキスト〉に依

存して決まるのであった。避難指示・勧告についても、

それを「命令する側／される側」双方の間の〈関係性〉

や、使用場面の文脈分析が重要となるゆえんである。

（１）「宣言文」とは何か

現実的な課題の深層を探るヒントが言語行為論にあっ

たのと同様、解決へ向けたヒントも言語行為論に準備さ

れている。それが、「宣言文」という特殊な文である（サ

ール, 2006）。「宣言文」とは、「言語行為の非常に特殊な

カテゴリー」（サール, 2006, p.30）であり、「記述文」と

「遂行文」、この両者の中間の性質をもつ文である。大澤

（2014a）の表現を借りれば、「宣言文」とは、「遂行文」

における命令の強度（遂行への圧力）を限りなくゼロに

近づけたときに得られる。別の言い方をすれば、「宣言

文」とは、遂行圧力がほぼゼロの「遂行文」、まるで「記

述文」のように見える「遂行文」のことである。

 典型例を導入して「宣言文」について詳しく説明しよ

う。それは、「これで会議を終わります」（もしくは、「以

上で会議は終わりです」）という発話である。直ちにわか

るように、「宣言文」は、「記述文」の性質、つまり、《言

語→世界》の側面と、「遂行文」の性質、つまり、《世界

→言語》の側面、この両者を兼ね備えている（図-2参照）。

 まず、前者（「記述文」）の要素があることを確認する。

だれしも経験上わかるように、「これで会議を終わりま

す」との発話が実際に（たとえば、議長によって）なさ

れるとき、その会議はすでにほとんど終わっているのが
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図-2 適合方向の観点からみた「宣言文」

実態である。つまり、その言語によって記述されるべき

世界はほとんどすでにできあがっていて、そこに所与と

して存在している。「終わります」と言わなくても、会議

は事実上終わっている。だからこそ、「これで会議を終わ

ります」と発話することができる。この点は、「宣言文」

が「記述文」の性質をもっていることを示している。

次に、「宣言文」には、後者（「遂行文」）の要素もある

ことを確認する。上記の事実にもかかわらず、たとえば、

議長が「これで会議を終わります」と言わなければ、そ

して、みなが「議長が終わりますと言ってはじめて会議

は終わるものだ」と思っていなければ、会議が完全に終

わらないのも事実である（流れ解散で終わってしまうよ

うな会議もたしかに存在するが）。すなわち、「これで会

議を終わります」という言葉が、世界の変化（会議の終

了）をもたらしていることもたしかである。実際、事実

上会議はすでに終わっているのに、「議長、終わりって言

ってよ、終わりだよね」と会議出席者が確認するケース

も散見される。こういった確認こそ、「これで会議を終わ

ります」という言葉には、「記述文」に還元し尽くすこと

ができないものが含まれていることを示している。以上

の点は、「宣言文」が「遂行文」の要素をもっていること

を示している。

3 節の最後の議論との接点を設けつつ、別の表現をす

れば、「これで会議を終わります」という（議長の）言葉

には、それ以上さかのぼることのできない命令の効力が

かすかではあれ含まれている（「リンゴを食べるなかれ」

と同じ要素がある）。つまり、この発話において、たしか

に、言語が従うべき規範となって世界の方を変えている

（《世界→言葉》）。つまり、「宣言文」は、あくまでも「遂

行文」である。しかし、通常は、実際にほとんど会議が

終わった状態が出現したときでないと、この言葉は効力

を発揮しえない（「通常は」とは、会議の打ち切りを強行

する場合など例外はある、いう意味）。つまり、「宣言文」

は、そこにできあがった世界を記述しているだけの「記

述文」の性質も同時に有している。

（２）「避難宣言型アプローチ」

「宣言文」に関する以上の考察、特に、「宣言文」が「記

述文」と「遂行文」とを結びつける蝶番の位置にあるこ

とを補助線にすると、近年、その効果性が注目を集め、

萌芽的な取り組みが見られるようになった「避難宣言型

アプローチ」の有効性を理論的に位置づけることができ

る。

ここで、「避難宣言型アプローチ」と呼んでいるのは、

実際に避難する当事者たち（たとえば、ある地区の住民

ら）が、専門家等外部者の手助けや助言を得つつも、自

ら避難基準を事前に設定し、その基準に見合う事態が生

じたときには、「××地区非常事態」、「××地区避難情

報」といった「宣言文」を自ら発しつつ、実際に避難す

るタイプの試みのことである。これは、矢守（2011）が

「ジョイン＆シェア」として紹介してきた試みでもある。

具体的な事例をいくつかあげておこう。

たとえば、片田・金井（2010）は、群馬県みなかみ町

の山間部を舞台に、土砂災害を対象とした住民主導型避

難体制を確立するための研究実践を展開している。これ

は、「地域住民全員が危険感知センサー」となって、専門

家の指導に基づいて予め設定した危険箇所（危険な現象）

をウォッチし、それを地域の防災リーダーに伝え、リー

ダーは、そうした情報の総量が予めみなで定めておいた

基準に達したら、その事実を住民全員に報知して自主避

難を促し、それぞれの住民は近隣に声を掛け合いつつ実

際に避難するという仕組みである。

また、竹之内ら（2015）による「地域気象情報」の取

り組みも、典型的な「避難宣言型アプローチ」である。

これは、三重県伊勢市を流れる宮川の沿岸に位置する辻

久留地区で、通常の災害情報（たとえば、大雨に関する

警報や河川の水位情報など）や、住民が直接観察可能な

地区内の状況（たとえば、「宮川の××橋の橋脚のオレ

ンジラインまで水がきている」）など、いくつかの基準を

もとに、先の事例と同様、専門家の指導を得つつも、最

終的には自らの判断で、「辻久留地区の住民は浸水に備

えよう情報」といった独自の情報（宣言）を発信し、同

時に、連絡網で情報を流す、避難の準備を始めるといっ

たアクションを実際に開始する試みである。

容易にわかるように、「自主避難を促しつつ、実際に避

難」（片田らの取り組み）、「“浸水に備えよう情報”を出

しつつ、実際に避難準備をスタート」（竹之内らの取り組

み）といった点に、これらのアプローチが「宣言文」の

性質をもっていることが直接的な形であらわれている。

つまり、これらの取り組みでは、地区内の状況（世界の

状態）を「記述文」として写しとると同時に（《言語→世

界》）、それだけでなく、それを、自らを含む地区住民全

体に向けた「遂行文」として発信もしているからである

（《世界→言語》）。

さらに細かく見ると、「避難宣言型アプローチ」は、以

下の点で、「記述文」と「遂行文」の両側面をもった「宣
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言文」的なアプローチだと言える。もっとも重要な点は、

どのような条件の下でその「宣言文」を発するのか、そ

のための基準が、「宣言文」を発する当事者本人たちによ

って決められている点である。「これで会議を終わりま

す」という「宣言文」が宣言文として機能するのは、「い

かにも会議が終わりそうだ」と当事者たちが思えるよう

な文脈で、それが発せられるからであった。よって、「避

難宣言型アプローチ」においては－そして、最終的に

は、通常の避難指示・勧告でも本来そうであることが重

要であるが－、この「いかにも会議が終わりそうだ」

に相当する〈感覚〉、すなわち、「いかにも避難指示が出

そうだ」という〈感覚〉を、実際に避難する人たちが、

事前に共有するための営みが死活的に重要となる。

この意味で、「避難宣言型アプローチ」で、当該の宣言

をどのような状況で出すのか、そのための基準づくりの

作業に、宣言を出す人たち（であると同時
、、、

に、出される

人たち）自身が関与していることが最大のポイントであ

る。この地区の自主避難の目安として、なぜ大雨注意報

ではなく大雨警報を使うのか、橋脚のイエローラインで

はなくなぜオレンジラインなのか、そうした基準は、専

門家の助言を得ているとはいえ、情報を出す当事者たち

が最終的に判断してもたらされている。これは、別の見

方をすれば、「避難宣言型アプローチ」では、「宣言文」

という形式の導入によって、「遂行文」（「宣言文」は、

零度の「遂行文」でもあった）を発信する側（命令する
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一例をあげておこう。矢守（印刷中）は、「2000 年の

東海豪雨に匹敵する大雨」といった固有名詞付きの災害

情報の特殊な効果について言及している。個別のケース

に関わる賛否両論があることはともかくとして、こうし

た固有名詞を伴う災害情報は、ある対象（たとえば、現

在の雨の様子）を特定の名称で指示しているだけである

から、形式的にはまさに「記述文」である。しかし、そ

れは「時間雨量何ミリだ」、「××川氾濫危険水位到達」

といった、対象をより詳細に記述する「記述文」はもと

より、「ただちに避難してください」といった形式的な

「遂行文」よりも、はるかに大きな遂行的能力（避難を

促す力）を発揮する場合がある。こういった事例は、形

式的な「記述文」にも災害情報として大きなポテンシャ

ルがあることを示していると同時に、旧来の思考法（「よ

り速く、より正確に、より細かく」情報を伝えること）

だけにとらわれた対策では、「記述文」としての災害情報

の改良は期待できないことをも示唆している。

同種のことは、遂行文についても言える。つまり、「～

と命令する」、「～と指示する」など、一般に遂行動詞と

称される語句を伴った文（発話）、つまり、形式的な遂行

文が、常に首尾よく発話内行為、発話媒介行為を構成し

うるかどうかは保証の限りではない。これは、3節（2）
項ですでに指摘したことである。このとき、直ちに思う

浮かぶ解決法の一つが遂行への圧力強化である。災害情

報研究の領域で近年注目を集めた事例で言えば、「逃げ

てください」ではなく「避難せよ！」などと、用語や口

調の変更によって「遂行文」の遂行的性格をより強く押

し出すという手法（命令口調）である。

この種の手法については、東日本大震災における茨城

県大洗町の事例など（井上, 2011, 2012）、一定の効果をも

たらしたとの報告もある。またその教訓は、その後、NHK
の緊急報道における呼びかけの改善にも一部生かされて

いる（福長, 2013）。ただし、注意すべきこともある。そ

れは、こうした効果は単純に発話の文体や口調だけに依

存したものではないという点である。4 節で「宣言文」

的なアプローチについて考察する中で、「宣言文」が効力

を発揮するためには、そのための文脈づくりが重要であ

ることを指摘した。また、本節でも、「ある種の〈コンテ

キスト〉に置かれ、ある〈関係性〉をもった当事者の間

で発せられれば」、「記述文」ですら、いとも簡単に「遂

行文」としての効力を発揮する場合もあることを指摘し

た。

これらを踏まえるならば、「遂行文」の改善策の一つと

して位置づけうる命令口調についても、それが効果を発

揮するだけの〈コンテキスト〉や〈関係性〉作りが大切

だということがわかる。あくまで一例であるが、NHK の

アナウンサーは滅多に命令口調を使用しない
、、、

という事実

自体も、それが効力をもつための重要な〈コンテキスト〉

になっているだろう。また、大洗町の事例では（井上,

2011; 2012）、命令口調だけでなく、大洗町内の具体的な

地名（固有名詞）が避難の呼びかけに使われ、呼びかけ

る者がいる（と聞き手には受けとられたであろう）役場

そのものが、たとえば東京のスタジオのように津波に対

して安全圏に位置しておらず、同じ危機に直面する当事

者から命令口調で呼びかけが発せられている（と聞き手

には受けとられたであろう）こと－こういった〈コン

テキスト〉や〈関係性〉があいまって、命令口調をとっ

た発話（「避難せよ」）がもつ遂行的な力を強化したもの

と考察される。

このように、言語行為論は、災害情報を、世界の状態

（典型的には、ハザードの状態）を記述するインフォメ

ーションとしてではなく、情報をめぐるやりとりが全体

として発揮するコミュニケーション行為の効力という観

点から見つめることを可能にしてくれる。この観点に立

つならば、〈コンテキスト〉や〈関係性〉の根源的な変革

抜きに、言いかえれば、「記述文」と「遂行文」の間のも

つれに関わる問題にメスを入れずして、また、「遂行文」

の発信者と受信者との〈関係性〉に関わる課題を直視せ

ずして、「記述文」の精度や伝達速度だけを高めても、ま

た、「遂行文」（避難指示・勧告）を全面的に「記述文」

に還元してみても、さらに、「遂行文」の強度を一見無条

件に強化するかに見える文体や口調を採用してみても、

それだけでは真に有用な災害情報は生まれない－この

ように見立てることができる。

こうした視点や考察は、災害情報をめぐる現実的な課

題について、現場で具体的な課題に向き合って格闘して

いるだけでは、おそらく得られない。もちろん、現場で

格闘することは自体は大切であるし、災害情報研究の原

点として重要視されるべきである。しかし、現実を変革

するための、真に有意味でラディカルな（根源的な）処

方箋は、多くの場合、理論的で概念的な補助線を引いた

ときにはじめて明瞭な形で見えてくる。

ささやかなものではあるが、本稿がそうしたチャレン

ジの一つになっていればと願っている。

謝辞：本稿は、日本災害情報学会 第 17回学会大会にお

ける廣井賞受賞記念講演の内容をもとに再構成したもの

である。
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Disaster Information from the Viewpoint of Speech Act 
Theory: Constative, Performative, and Declarative 

Utterances

Katsuya YAMORI１

１Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University
（〒611-0011 Gokasho, Uji, Kyoto, Japan）

ABSTRACT

From the viewpoint of speech act theory, this paper discusses recent practical problems pertaining to disaster 
information and proposes a solution. One of the essential findings in speech act theory is the distinction between 
constative and performative utterances. A constative utterance (e.g., “this is a pencil”) describes an outer world as a 
normative standard into which the utterance fits. Oppositely, a performative utterance (e.g., “please open the door”) 
describes what is required for an outer world to fit into the utterance. From among the many types of disaster 
information, we first consider two types: typhoon and tsunami information released by the Japanese Meteorological 
Agency and evacuation directives/advisories announced by local governments. The typhoon and tsunami 
information is mostly categorized as constative utterances, and the evacuation directives/advisories are categorized 
as performative utterances. For disaster reduction, it is critical to make evacuation directives/advisories more 
powerful and persuasive. However, most recent research has focused on improving the accuracy of meteorological 
forecasts. Research along these lines has yet to overcome major social problems related to disaster information, such 
as low evacuation rates and overreliance on disaster information. Declarative utterances (e.g., “I declare the meeting 
closed”) are a third type of utterance: They bridge constative and performative utterances and can serve as a key to 
solving problems related to disaster information. For example, the “evacuation declaration procedure” has been 
shown to be effective for safe, early evacuation. In this procedure, local residents themselves, with the assistance of 
disaster experts, establish a local evacuation criterion in advance. When an emergency approaches, the “evacuation 
declaration” is issued as soon as the condition is met, prompting residents to evacuate quickly.

Keywords：Speech act theory, Constative utterance, Performative utterance, Declarative utterance, Evacuation 
directive/advisory




